
障害福祉サービス事業所等の主な義務について（障害児関係）

安全計画の策定

①事業所等の設備の安全点検や、事業所内外での活動等における安全に関する事項に
ついての計画（安全計画）を策定しなければならない。【通所、入所】

②従業者に対し、安全計画について周知し、安全に関する研修・訓練を定期的に実施
しなければならない。【通所、入所】

③保護者に対し、安全計画に基づく取組について周知しなければならない。【通所】
④定期的に安全計画を見直し、必要に応じて変更を行う。【通所、入所】

⚠ ①～③はR6.4.1から義務化

自動車を運行する場合の
障害児の所在の確認

①障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点
呼等による所在確認を行わなければならない。【通所、入所】

②障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、ブザー等の障害児の
所在の見落としを防止する装置を備え、確認を行わなければならない。【通所】

⚠ ①はR5.4.1から、②はR6.4.1から義務化

移行支援計画の作成

15歳以上に達した入所児童について、入所支援計画の作成と同様の手順により移行支
援に係る個別の計画（移行支援計画）を作成し、移行支援を進めなければならない。
【入所】

⚠ R6.4.1から義務化
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